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令和3年度 協会けんぽ決算（見込み）について

全国健康保険協会大分支部

令和4年7月12日 令和4年度 第1回 大分支部評議会 資料1機密性2



1
注）端数整理のため、計数が整合しない場合がある。また、数値については今後の国の決算の状況により変動し得る。

協会けんぽ(医療分)の 令和3年度決算見込み ＜ 協会会計と国の特別会計との合算ベース ＞



令和3年度 決算（見込み）のポイント ＜ 協会会計と国の特別会計との合算ベース ＞
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収入は 11 兆 1,280 億円
⇒被保険者数や賃金の増加等により、保険料収入が増加。前年度比は 3,630 億円の増加 （+3.4％） となった。

○支出の6割に相当する保険給付費（総額）は、5,147億円増加し、伸びは+8.3％となった。これは、2020（R2）年度に新型コロナの影響による加入者の
受診動向の変化の影響等により「医療費（加入者1人当たり医療給付費）」が▲3.5％と減少したが、その反動増等によって、「医療費」が＋8.6％増加した
ことが主な要因。この「医療費」の伸びは、協会けんぽ発足以来最高の水準。＜詳細は5ページを参照＞

○高齢者医療にかかる拠出金等（総額）は、515億円の増加にとどまった。これは、人口の年齢構成の影響により、後期高齢者の人数の伸びが一時的に鈍
化することが主な要因。＜詳細は6ページを参照＞

なお、後期高齢者支援金は、団塊の世代が後期高齢者となり始めた後、特に2023（R5）年度以降に大幅な増加が見込まれている。＜詳細は13ページを参照＞

〇その他の支出は、1,160億円増加した。これは、主に前年度に交付された国庫補助を精算したことに伴う国への返還金が増加したことが主な要因。

支出は10兆8,289億円

⇒「医療費（加入者1人当たり医療給付費）」の増加により、保険給付費が増加。前年度比は6,822億円の増加（+6.7%）となった。

○保険料収入は3,936億円増加した。これは、
①新型コロナウイルス感染症等の影響（以下「新型コロナの影響」という。）により保険料の納付が困難な場合に、特例として保険料の納付が猶予される

制度*1によって、2020（R2）年度は保険料の一部について納付が猶予され、その後、2021（R3）年度にそれらが納付された影響や、
②被保険者数や賃金（標準報酬月額や標準賞与額の平均）が増加した影響等が主な要因。

この結果、2021（R3）年度の保険料収入の伸び率は+4.2%となった。＜主要計数の詳細は5ページを参照＞

○国庫補助等は277億円減少した。これは、保険給付費等が対象となる国庫補助について減額特例措置*2によって減額された額が増加したためである。

*1「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和2年法律第25号）」による保険料の納付の猶予の特例。2020年1月から12月分までの保険料が対象。
*2前年度に新たに積みあがった準備金の16.4％について、当該年度の国庫補助金から減額する措置。2020（R2）年度の国庫補助金から減額されている額は333億円、2021（R3）年度は、609億円である。

この結果、2021(R3)年度の収支差は、前年度比3,192億円減少し、2,991億円となった。

○収支差が前年度比で減少（▲3,192億円）した要因は、保険料収入等の収入の増加に対し、保険給付費等の支出の増加額が上回ったことによるもの。

○今後、収入については、被保険者数の伸びが鈍化傾向にあることや、不透明さを増す経済状況等を鑑みると、コロナ禍前のような保険料収入の増加が今
後も続くとは考え難い。一方で、支出面では、医療給付費がコロナ禍前の水準を超えて推移していることや、2023(R5)年度以降、後期高齢者支援金の更なる
増加が見込まれること等も踏まえると、協会けんぽの財政は楽観を許さない状況である。＜加入者一人当たり医療給付費の推移の詳細は14ページを参照＞

○なお、2021（R3）年度末の準備金残高は4兆3,094億円となった。この金額は、保険給付費等に要する費用の5.2ヵ月分に相当する。＜詳細は11ページを参照＞



決算 及び 主要計数等 の 推移

（H20年度～）
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1 決算の推移
＜ 協会会計と国の特別会計との合算ベース ＞
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2 主要計数の推移

5（ ）内は前年度対比の伸び率、扶養率は前年対比の増減。2008年度は老人保健法による医療の対象者について除いて算出している。

（被保険者数や加入者数の動向）
○被保険者数の推移は、2010（H22）年度以降、緩やかな増加傾向が続いていたが、2015（H27）年度以降は日本年金機構の適用促進対策の取組もあり、2017（H29）年度

には被保険者数+3.9%、加入者数+2.5%と高い伸びとなった。

○しかしながら、近年、保険料収入を増加させていた被保険者数の伸びについては、2017（H29）年度（9月）をピークに鈍化傾向が続いており、2021（R3）年度は、被保険者数
+1.0％、加入者数+0.1％となった（17ページ参照）。

（2019（R1）年度は、大規模健康保険組合の解散による一時的な影響によって、被保険者数+4.4％、加入者数+2.7％となったが、解散の影響を除くと、それぞれ+2.3%、+1.1%となる。）

（賃金の動向）
○保険料収入の基礎となる賃金（標準報酬月額）は、リーマンショック（2008（H20）年秋）による景気の落込みから2009（H21）～2011（H23）年度にかけて大きく落ち込んだが、

2012（H24）年度には底を打って、その後上昇に転じ、2018（H30）年度には標準報酬月額は28.8万円と、リーマンショック前の水準（28.5万円）を上回った。

（2016（H28）年度の標準報酬月額の伸びは1.1%となっているが、これは制度改正（標準報酬月額の上限引上げ）の影響があり、その影響を除いた2016（H28）年度の伸びは+0.6%となる。）

○2020（R2）年度は、新型コロナの影響による経済状況の悪化等によって、9月の定時決定後以降の前年同月比の伸びはマイナスで推移し、2019（R1）年度と同水準（▲0.0％）

となったが、2021（R3）年度は、9月の定時決定以降の前年同月比の伸びがプラスで推移したため、対前年度比+0.6％の伸びとなった。

（医療費の動向）
○1人当たりの医療給付費（保険給付費の9割を占める）の伸び率は、2008（H20）～2010（H22）年度までは+2%後半～+3%半ばで推移したのち、2011（H23）年度以降は鈍化

して、2014（H26）年度までの伸びは+1%後半～+2%前半にとどまっていた。

○しかしながら、2015（H27）年度に高額な薬剤が新たに保険医薬品として収載されたことから、2014（H26）年度までの傾向から一転して、+4.4%と高い伸びとなった。また、
翌年度 （2016年度）には、診療報酬のマイナス改定（▲1.31%）や2015（H27）年度の高い伸びの反動等から、伸び率は+1.1%と急激に鈍化した。

○2019（R1）年度の1人当たりの医療給付費の対前年比の伸び率は、+3.2％と比較的高い伸びとなったが、2020（R2）年度の同伸び率は、新型コロナの影響による加入者の
受診動向等の変化（特に、1回目の緊急事態宣言が発出された4、5月における一時的かつ大幅な落ち込み）の影響等により、▲3.5%となった。その反動等により、2021（R3）年度
の同伸び率は+8.6％となり、協会発足以来最も高い伸び率となった（14ページ参照）。

）％）



3 拠出金等の推移

（これまでの推移）
○拠出金等の支出は、2011（H23）年度まで3兆円を下回っていたが、その後は大幅に増加して2013（H25）年度には3兆4,886億円に達した。特に2012（H24）年度と2013
（H25）年度の増加額は5,134億円におよび、わずか2年で拠出金の負担は2割増加となった。その後、高齢者医療費が年々増加する中、退職者医療制度の廃止、後期高齢者
支援金等の総報酬割分の拡大（注１）といった制度改正や精算（概算納付分の戻り）の影響により、2014（H26）年度から2016（H28）年度の間は合計1,208億円減少した。

○しかしながら、2017（H29）年度には、高齢者医療費の伸びに加え、近年、拠出金の伸びを抑制していたマイナス精算（概算納付分の戻り）の影響がなかったことにより1,235億円
増加し、拠出金等は再び増加傾向となった。2018（H30）年度には、総報酬割分の拡大の影響が無くなったことや高齢者医療費の伸びによる後期高齢者支援金の増加はある
ものの、診療報酬のマイナス改定に加えて、退職者給付拠出金が減少（注2）したこと等によってほぼ横ばいとなった。

○2019（R1）年度の拠出金等は、対前年度比1,150億円増加した。これは主に、後期高齢者支援金について高齢者医療費の増加等により、概算納付額が1,529億円増加した
ためである。

（注1）後期高齢者支援金等は、総報酬割部分が2015（H27）年度からの3年間で段階的に拡大。このため、2015（H27）～2017（H29）年度までの3年間については、総報酬割の拡大がなかった場合に比べて、実際の増加額は低減。

〔2015（H27）年度：1/3→ 1/2    2016（H28）年度：1/2→ 2/3  2017（H29）年度：2/3→ 3/3（全面総報酬割）〕

（注2）退職者給付拠出金は、2015（H27）年度から新規適用がなくなった（2014（H26）年度で経過措置による新規適用終了）ため大幅に減少している。

（令和2年度、令和3年度の動向）
○2020（R2）年度及び2021（R3）年度は、それぞれ前年度から397億円、556億円と小幅な増加にとどまっている。これは、後期高齢者支援金について、人口の年齢構成の

影響により、後期高齢者の人数の伸びが一時的に鈍化するため、後期高齢者医療費の伸びも鈍化すること等によって、支援金額が小幅な増加にとどまったことが主な要因。

○なお、今後、特に2023（R5）年度以降は、団塊の世代が後期高齢者となり始めることによって、後期高齢者支援金が年々大幅に増加していくものと考えている。
（今後の後期高齢者支援金の推移は、13ページ参照）。
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（高齢者医療への
被用者保険間負担割合）

（ ）及び[ ]内は前年度対比の増減。 （※）2019、2020、2021年度の「拠出金等」は退職者給付拠出金のマイナス精算による還付分（各▲104億円、▲84億円、▲43億円）を含んでいるが、
1頁の決算見込みの表では 「その他収入」に含めているため、1頁の「拠出金等」の金額とは一致しない。



協会の令和3年度決算報告書（介護保険分を含む）の概要

注）１．「協会決算」における医療分（ａ）の収支差（（※）3,016億円）と、「協会会計と国の特別会計との合算ベース」（1ページ）における
収支差 （2,991億円）との差異（24億円）は、国に留保されている未交付分保険料によるものである。具体的には、2020（R2）年度末
時点で未交付となっていた117億円が2021（R3）年度に交付された一方で、2021（R3）年度末時点で未交付となった93億円が
2022（R4）年度の交付となることによるもの。
なお、これらの未交付分は保険料率の算定には影響しない。（24億円＝117億円－93億円）

２．端数処理のため、計数が整合しない場合がある。

３．上記の相関関係を示したものが、8ページの図表になる。
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合算ベースの収支（協会会計と国の特別会計との合算）と協会決算との相違（令和3年度医療分）

8
（※1）⑤は2020年度保険料等のうち、2021年度に協会に交付された交付金（117）
（※2）端数処理のため、計数が整合しない場合がある。



令和3年度大分支部の収支決算（暫定版）
■ 収 入 （百万円）

■ 支 出
（百万円）

■ 収支差 ＜地域差分の精算について＞

・地域差分の収支差は、2年後（令和5年度）の保険料率算定時に精算されることとなる。

・地域差分における収支差がプラスであれば令和5年度の収入として加算される（結果、保険料率は下がる）
地域差分における収支差がマイナスであれば令和5年度の支出として加算される（結果、保険料率は上がる）

・大分支部は、約3億3千8百万円のプラスであったので、令和3年度の総報酬額実績で収支差を保険料率
換算した場合（※）、0.04％保険料率がマイナスになることが予測される。
（※本来は、令和5年度の総報酬額の見込みで算定するため、参考値となる）

（百万円）
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収入-支出 全国平均分 地域差分

全 国 計 299,139 299,139 -

大 分 3,078 2,739 338

収 入

保険料収入 その他収入 計

一般分
債権回収

以外
債権回収

全 国 計 9,855,345 9,853,918 21,665 9,249 12,416 9,877,010

44 大 分 92,963 92,950 225 85 140 93,188

支 出

医療給付費（国庫補助を除く）（調整後）

現金給付費等
（国庫補助等
を除く）

前期高齢者
納付金等
（国庫補助を
除く）

業務経費
（国庫補助を
除く）

一般管理費
（国庫負担を
除く）

その他支出
令和元年度の
収支差の精算

令和元年度のインセンティブ医療給付費
（国庫補助を除く）

年齢調整額所得調整額（A）-（B） 医療給付費 災害特例分(B) 加算額 減算額 計
（A）

令和元年度の
協会手当分

（B1）

波及増分
（B2）

5,349,614 5,349,614 5,352,073 690 1,768 - - 485,752 3,509,205 143,142 52,875 37,284 - - 6,764 ▲6,764 9,577,872

51,280 58,772 58,772 ▲2,022 ▲5,470 4,448 32,137 1,311 484 341 149 ▲42 64 ▲106 90,110

(注) １．「債権回収」は、資格喪失後受診に係る返納金、業務上傷病による受診に係る返納金、診療報酬返還金、損害賠償金に係る債権の回収額の実績を表す。

２．「年齢調整額」、「所得調整額」のマイナスは調整額を受け取る支部、プラスは調整額を負担する支部。

３．医療給付費は、東日本大震災等による窓口負担減免措置に伴う令和３年度の協会負担分に係る窓口負担減免額を含む。

４．（B1）は、健康保険法施行規則第135条の2の2第2項第1号に基づき、東日本大震災及び平成30年7月豪雨に伴う令和元年度における協会負担分の窓口負担減免額のうち、総報酬額の0.01％を超える部分として、
（A）から控除するものである。

また、（B2）は、東日本大震災に伴う窓口負担減免措置によって医療費が増加した分のうちの医療給付費分（国庫補助を除く。波及増分）を表す。

５．「令和元年度の収支差の精算」は、令和元年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算（健康保険法施行規則第135条の7に基づき行うもの）を表す。

６．「インセンティブ」は、令和元年度の都道府県支部ごとの取組実績に対する加減算額（健康保険法施行令第45条の２第1号ロ及びニ並びに健康保険法施行規則第135条の5の2に基づき行うもの）を表す。

７．国の年金特別会計に係る分並びに東日本大震災による窓口負担減免措置に伴う波及増分（B2）が暫定値であるため、数値は今後変わりうる。



参考資料
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11

（準
備
金
残
高
（（億
円
）

単年度収支差と準備金残高等の推移 （協会会計と国の特別会計との合算ベース）

（注）1.1996年度、1997年度、1999年度、2001年度は国の一般会計より過去の国庫補助繰延分の返済があり、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
2.2009年度以前は国庫補助の清算金等があった場合には、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
3.協会けんぽは、各年度末において保険給付費や高齢者拠出金等の支払いに必要な額の１カ月分を準備金（法定準備金）として積み立てなければならないとされている

（健康保険法160条の2）。



協会けんぽの保険財政の傾向
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協会けんぽの後期高齢者支援金の推移

(※1) 後期高齢者支援金については、当該年度の支出額（当該年度の概算分と2年度前の精算分、事務費の合計額）である。
(※2) 人口に占める75歳以上の割合については、2020年度以前の実績は「高齢社会白書」(内閣府)、2021年度以降の推計値は「日本の将来推計人口」

(国立社会保障・人口問題研究所、2017年推計)による。
(※3) 2023年度以降の推計値は、百億円まるめで記載している。



協会けんぽの加入者一人当たり医療給付費と対前年同月比伸び率の推移
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協会けんぽの事業所数・被保険者数・被扶養者数の推移（指数）

※ 2008年10月末における事業所数、被保険者数、被扶養者数をそれぞれ100とし、その後の数値を指数で示している。
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75歳未満の者の制度別加入者数及び75歳未満人口の推移

（注）1. 協会けんぽ（日雇特例被保険者及びその被扶養者は含まない）、国保、組合健保及びその他の被用者は年度末現在の加入者数、75歳未満人口は翌年度4月1日現在の人口

（総務省統計局「人口推計」の総人口）を表す。
2. その他の被用者は船員保険及び共済組合の合計である。ただし、2020年度の共済組合は前年度末現在の数値を計上している。
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対前年同月比被保険者数の伸び率の推移
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